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R2.12.24, 210 人

R3.1.11, 289 人

R2.12.24, 44.8%

R3.1.5, 53.1%

61.6%
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福島県内の感染状況と医療提供体制について
令和３年１月12日福島県新型コロナウイルス感染症対策本部

■R２年12月31日までの感染者数 956人

■R３年１月11日までの感染者数 1,276人

■R２年12月31日の病床利用率 39.7％

■R３年 １月11日の病床利用率 61.6％（予定含む）

1.55倍

⇒今年１月に入ってから、平均して約30名/日の新規感染者が
確認され、感染拡大のスピードが早まっています。

◉感染防止対策の強化（不要不急の外出自粛要請、酒類を提供する飲食店等への営業時間短縮要請等）

◉医療提供体制の強化（即応病床の拡大、宿泊療養施設の増設、受入医療機関への支援等）

〇感染者の急増により、患者対応医療機関を始め、地域医療への負荷が生じています。

〇コロナ対応を更に進める上では、一般医療への影響が生じうる状況となっています。

〇県全体で医療提供体制を支える必要があります。

感染状況－新規感染者数の推移－

320人増

医療提供体制－入院患者の病床利用率の推移－

医療崩壊を防ぐための取組が必要

⇒感染者の増大に伴い、病床利用率は60％を超えています。

⇒60％超は、確保病床469床に対する割合です。即応病床（約
300床）で見ると、病床利用率は90％を超えています。

危機的状況
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福島県新型コロナウイルス緊急対策
令和３年１月12日福島県新型コロナウイルス感染症対策本部

事業者の皆さまへのお願い

■内 容 午後８時～午前５時までの時間帯の

営業自粛（酒類の提供は午後７時まで）

■対 象 接待を伴う飲食店・ 酒類の提供を行う飲食店

■地 域 県内全域 (カラオケ店を含む）

■期 間 １月15日(金)～２月７日(日）

■協力金 １日当たり４万円

■相談窓口 福島県時短要請コールセンター（平日のみ）

電話024-521-8622（受付時間9時～5時）

〇「不要不急の外出自粛（特に午後８時以降の徹底）」

をお願いします。

〇あわせて、「緊急事態宣言対象地域を始めとする感染

拡大地域との不要不急の往来自粛」をお願いします。

■期間 １月13日（水）～２月７日（日）

■県民割申込みの取扱い 県民割の新規利用申込みを一時停止します。停止期間は２月７日（日)まで。
■学校における対応 ・感染リスクの高い学習活動（部活動での実施を含む）の停止

・宿泊を伴う学校行事等の停止 ・他校との合同練習会や練習試合の停止
・大学入試等やむを得ない事情による緊急事態宣言対象地域との往来後

２週間の健康観察 など

感染拡大防止、医療提供体制の負荷軽減のため、以下の協力を特別措置法に基づき要請します。

◉ 不要不急の外出自粛要請

◉ 午後８時～午前５時までの時間帯の営業自粛要請（接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店等）

県民の皆さまへのお願い

そ
の
他
の
対
応

※1月13日または14日から
協力いただいた場合は当該
日を始期として算定する。
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